
 

議会運営委員会会議録 
 

１ 日  時  令和５年３月３日（金） 

 会議時間    １４時００分開会 １４時２９分閉会 

 

２ 会議場所  役場３階 第１委員会室 

 

３ 出席議員  委員長：橋本晃明 

        委 員：只野敏彦、川上均、中河つる子、深沼達生 

        議 長：山下清美 

 

４ 事 務 局  事務局長：田本尚彦、次長兼総務係長：川口二郎 

 

５ 説 明 員  副町長：山本 司、総務課長：神谷昌彦、総務課長補佐：野々村徹、 

行政管理係長：岡田裕二 

 

６ 議  件 

（１）令和５年第２回町議会定例会の運営について 

  ①予定議案等（町・議会）の確認 

  ②一般質問の確認 

  ③審議方法及び審議日程の決定 

  ④会期の決定 

（２）その他 

  ①議員研修の受講希望者募集について 

  ②次回の委員会の予定 

 

７ 会議内容   別紙のとおり 



議会運営委員会 【開会 １４：００：閉会 １４：２９】 令和５年３月３日 

 

 

【開会 １４：００】 

 

 

（１）令和５年第２回町議会定例会の運営について 

①予定議案等（町・議会）の確認 

 

委員長（橋本晃明）：只今より議会運営委員会を開催する。まず、第２回定例会の運営に

ついてであるが、予定議案を先日確認したが、前回の議運以降に提出議案の変更、

追加、取り止めがあるか確認をしたいと思う。 

 

副町長（山本司）：前回以降、予定議案の変更、追加、取り下げは一切ない。 

 

委員長：ないということで確認させていただいた。続いて議会提案の部分についての変更、

追加について事務局より説明願う。 

 

田本局長：議会側についても現在のところ変更、追加等はない。なお、議員の派遣につい

てに関わる研修の取りまとめを現在行っている。申し込みの状況によっては最終

日に、議員の派遣についての案件が出る可能性があるのでお伝えしておく。 

 

②一般質問の確認 

 

委員長：次に、一般質問について確認をする。８名15項目の通告があった。答弁書の提出

を希望する議員は通告のあった全議員。通告内容を確認していただきたいと思う。

暫時休憩する。 

 

【休憩 １４：０２】 

【再開 １４：０８】 

 

委員長：休憩前に引き続き会議を開く。特に何かあるか。 

 

（「なし」との声あり） 

 

委員長：一般質問についてはチラシ折り込みで町民の皆さんに周知することになるので、

日程等を決めたいと思うが、13日月曜日に５名、14日火曜日に３名という割り振

りにしたいと思うがいかがか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

③審議方法及び審議日程の決定 

 

委員長：では、そのように進めたいと思う。次に、審議方法と審議日程の決定を行いたい

と思う。配布した付議予定議件によって、審査月日等を順に確認して決定してま

いりたい。事務局説明願う。 

 

田本局長：付議予定議件の資料に基づいて説明する。条例について９本提案の予定がされ

ているけれども、議案第９号、第10号については新設条例ということで、３月10



日に総務産業常任員会に付託の確認をする。議案第11号については最終日、本会

議において審議を行う。議案第12号、第13号、第17号は、いずれも当初予算に関

連する条例ということで、予算審査特別委員会の付託について初日に確認を行う。

議案第14号から第16号までの一部改正条例については最終日、22日の審議を予定

したいと思う。次に、補正予算について一般会計以下５会計の補正予算について

は、最終日、22日の本会議の審議とする。令和５年度の予算の設定について、一

般会計以下６会計については、３月10日に予算審査特別委員会を設置して付託す

るという確認をとる。その他の議案として、令和５年度の町政執行方針、教育行

政執行方針、議案第３号については初日、３月10日に行う。議案第24号、第25号、

人事案件の議案第26号は最終日、22日を予定したいと思う。議会関係については、

午前中、一般質問の受付を行い、８名15項目の受付となっている。初日５名８項

目、２日目３名７項目ということで、13日、14日の二日間で行っていく予定とし

たい。請願については１件提出がされている。前回確認いただいているが、こち

らについては３月10日に、総務産業常任委員会へ審査を付託する。所管事務調査

の報告についても３月10日、議案としては町議会の個人情報の保護に関する条例

の制定について最終日、所管事務調査の申出も同じく最終日に予定している。会

期中に提出が予定されるものということで、先程、現状での議案の変更、追加等、

執行側、議会側ともにないということで報告したけれども、委員会の審査に応じ

て新設条例の審査報告を３月22日、予算審査特別委員会の審査報告を３月22日、

請願審査の報告については３月13日、初日の状況により出てくることになる。ま

た、意見書について、請願が採択になった場合ついては、３月22日に食料安全保

障の強化及び食料・農業・農村政策の確立と酪農・畜産経営の安定を求める意見

書の議案が提出されることになる。別紙で予定を配布している。前回から大きく

変わるところはないが、３月15日、予算審査特別委員会については３日間とも１

日の想定で説明したところである。全員協議会を経て、議長と執行側と調整をし

て、中学校の卒業式が15日午前中に行われる、来賓の招待はないが、町が行う公

式的行事ということで、関係の部分で影響が出るところもあるということで、午

前中の予算特別委員会の審査を取り止め、午後１時30分から予算審査特別委員会

を持ちたいということで、定例会の予定表を一部直している。以上、付議予定議

件、定例会予定表に基づいて説明した。 

 

委員長：これまでのところで皆さんから何かあるか。 

 

（「なし」との声あり） 

 

委員長：それではこのように進めていく。次に、予算審査特別委員会の進め方について確

認する。例年の審査方法については、原則主任職以上を説明員として出席いただ

いて、担当課から特に説明を要する事項の説明を受け、一般会計歳出、歳入、特

別会計の順番に進め、一般会計歳出は目毎、一般会計における特別会計への操出

金は特別会計の際に行い、関連条例の審査は該当する歳出の最初に行っている。

質疑は一問一答方式として、回数の制限は設けず連続して行い、委員会での討論

は省略している。また、説明員が発言する際には、挙手をして「委員長」と呼び、

該当する審査の最初の発言の際は職名を言ってもらうようにということで執行

側に依頼している。次に、３月定例会の新型コロナウイルス感染症の対応につい

であるが、前回の議会運営委員会では感染対策の対応について既に確認している

が、執行側より町政執行方針と教育行政執行方針を述べる際に、演壇上でマスク

を外したい旨の意向が示されており、この取り扱いについて協議願いたい。 

 

深沼委員：前回、マスクを着用してやるという形で決まっている部分もあるので、３月の

定例会だけはそのまま進めていただけたらと思う。６月に関しては状況みながら

マスク外してやるということでいいのではないか。 



 

委員長：執行側にどういう思いでという部分があれば。 

 

副町長：町政執行方針を町長が発言するが、教育長も含めて、時間が20分、30分かかる。

演台を使うということで、あの場所だと前には誰もいない。距離もあるというこ

とで、発言しやすい部分とYouTubeの中継上、執行方針を述べている顔全体が映

る、表情がはっきりするといった部分で、もし緩和できるのであれば緩和してい

ただきたいといった主旨である。 

 

田本局長：議長の方から一つの方法として、演壇の上に飛沫防止の方法はとれるのかとい

う話があって、演壇の上に透明のプレートを立てかけて、飛沫の対策については

試してみた。議会中継の部分でも胴体から下については天井の照明が入って光る

が、顔の部分については映像上影響ないという確認はしたところである。 

 

委員長：パネルを置けばマスクはいらないのではないかという考え方もあるということだ

がいかがか。 

 

只野委員：個人的には外したいという思いがすごくあるが、公的な部分もあるし、卒業式

とか外していいと言われているが、慎重を期すためにもマスクは必要なのかなと

思うが、執行側がどうしてもということであれば致し方ないとは思う。 

 

中河委員：パネルがあるならばマスクがなくてもいいのかなという気がする。 

 

深沼委員：皆さんの意見を聞いた中で決めればいいかなと思う。 

 

川上委員：パネルがあるのであればマスクを外してもいいと思う。 

 

委員長：まとめると、執行側が２つの演説する部分については外してもいいのではないか

ということだと思うが、そのようにまとめてよいか。 

 

（「はい」との声あり） 

 

委員長：次に、全員協議会の開催予定について確認をしたいと思う。議会側で請願が採択

となれば意見書を協議しなければならない。一般質問の３月14日の終了後に開催

したいということであるがいかがか。 

 

（「はい」との声あり） 

 

④会期の決定 

 

委員長：次に、３月議会の会期の決定を確認したいと思うが、３月10日金曜日から３月22

日水曜日までの13日間、前回と変わったところはない。これでよろしいか。 

 

（「はい」との声あり） 

 

委員長：それではそのように決定する。それではこれで執行側には退席いただく。 

 

（執行側退席：１０：４７） 

 

 

 



（２）その他 

①議員研修の受講希望者募集について 

 

委員長：その他ということで、議員研修の受講希望者募集についてであるが、全国町村議

会議長会、市町村アカデミー、国際文化アカデミーが主催する研修について、３

月31日までの期間で参加者の募集を行って、議員派遣の議決を取る必要がある研

修は議会最終日までに申し出るように伝えているが、事務の都合上、３月15日ま

でに報告してもらいたいということである。事務局説明願う。 

 

田本局長：議員研修の受講希望者については全員協議会で３月31日募集締め切りというこ

とと、６月前に行われる研修に参加される場合については、最終日までに申し出

ていただきたいということにしている。実際に議員派遣の議決を22日に議案に載

せて諮らなければならなく、その前段で申し込みの状況によっては議会運営委員

長、議長と相談をして整理をする場面も必要になるかもしれないということで、

若干日にちを早めて、その辺の確認をする時間をとりたいという意向である。 

 

委員長：そういうことでよろしいか。 

 

（「はい」との声あり） 

 

②次回の委員会の予定 

 

委員長：次に、次回委員会の予定について事務局から説明願う。 

 

田本局長：現状では、定例会の開催に向けた部分は今日の委員会で審議いただいているの

で、特に委員の皆様から日程の設定等があれば協議いただければと思う。 

 

委員長：皆さんの方から何かあるか。もしそういうことがあった場合には連絡をしてお集

まりいただくという形にしたいと思う。これで本日の議会運営委員会を閉じる。 

 

 

【閉会 １４：２９】 


